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東
京
海
上
日
動
と
セ
ミ
ナ
ー

セ
ミ
ナ
ー
に
は
フ
ォ
ワ
ー

ダ
ー
関
係
者
を
中
心
に
約
■

４
０
人
が
出
席
。
ま
ず
、
東

京
海
上
国
動
総
合
営
業
第
二

部
商
社

・
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ク
ス

第

一
室
の
担
当
者
が
登
壇

し
、
自
然
災
害
時
の
貨
物
保

自
然
災
堂Ｈ時
Ｆ
Ｏ
Ｂ
貨
物
損
傷
で
注
意
喚
起

東
京
海
上
国
動
火
災
保
険
と
保
険
代
理
店
の
イ
ン
タ

ー
リ
ン
ク
、
中
小
Ｎ
Ｖ
Ｏ
Ｃ
Ｃ

（海
上
利
用
運
送
）
事

業
者
を
支
援
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
、
外
航
利
用
運
送
事
業

者
倶
楽
部

（
Ｎ
Ｖ
Ｏ
Ｃ
Ｃ
ク
ラ
ブ
、
田
雑
正
信
理
事
長
）

は
‐６
日
、
東
京
都
内
で
自
然
災
害
時
を
中
心
に
運
送
人

の
責
任
範
囲
を
解
説
す
る
セ
ミ
ナ
ー
を
開
い
た
。
９
月

に
上
陸
し
た
合
風
２‐
号
に
よ
り
、
コ
ン
テ
ナ
ヤ
ー
ド
（Ｃ

Ｙ
）
に
保
管
さ
れ
て
い
た
Ｆ
Ｏ
Ｂ

（
本
船
渡
し
）
負
物

の
損
傷
を
巡
る
課
題
が
改
め
て
浮
き
彫
り
に
な

っ
て
い

る
。
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
荷
主
と
運
送
人
は
責
任
範
囲
を

明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
。

険
に
つ
い
て
説
明
し
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
標
準
貨

物
自
動
車
運
送
約
款
、
貨
物

の
運
送
責
任
に
関
す
る
国
際

条
約

ヘ
ー
グ

・
ビ
ス
ビ
ー

・

ル
ー
ル
、
標
準
倉
庫
寄
託
約

款
で
は
、
地
震
、
津
波
な
ど

天
災
で
受
け
た
損
害
に
つ
い

て
は
フ
ォ
ワ
ー
ダ
ー
や
運
送

業
者
は
免
責
と
さ
れ
て
い

る
。合

風
２‐
号
の
被
害
に
関
し

て
は
、
東
京
海
上
国
動
に
多

く
の
相
談
が
寄
せ
ら
れ
た
と

い
う
。
阪
神
港
で
船
積
み
前

の
Ｆ
Ｏ
Ｂ
負
物
が
ダ
メ
ー
ジ

を
受
け
た
が
、
輸
出
者
の
工

場
な
ど
か
ら
船
積
み
ま
で
の

間
が
無
保
険
の
ケ
Ｌ
ス
が
あ

っ
た
。
こ
の
場
合
、
フ
ォ
ワ

ー
ダ
ー
な
ど
か
ら
の
賠
償
も

受
け
ら
れ
な
い
。

荷
主
と
フ
ォ
ワ
ー
ダ
ー
は

こ
う
し
た
リ

ス
ク
を
意
識

し
、
自
社
の
リ
ス
ク
と
責
任

を
明
確
化
し
た
上
で
、
対
応

策
を
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
。
東
京
海
上
国
動
は
、
荷

主
と
フ
ォ
ワ
ー
ダ
ー
の
間
で

Ｆ
Ｏ
Ｂ
取
引
の
無
保
険
部
分

で
の
運
送
保
険
の
付
保
を
検

討
す
る
よ
う
呼
び
掛
け
た
ほ

か
、
Ｃ
Ｉ
Ｆ
（
運
賃
。保
険
料

込
み
）
な
ど

へ
の
貿
易
条
件

の
変
更
な
ど
を
提
案
し
た
。

た
だ
し
、
運
送
保
険
で
は
陸

上
に
あ
る
貨
物
が
地
震
や
噴

火
な
ど
で
損
害
を
受
け
た
場

国際物流の関係者約140人 が参加

合
、
補
償
対
象
外
に
な
る
。

続
い
て
、
海
事
弁
護
士
と

し
て
著
名
な
岡
部

・
山
口
法

律
事
務
所
の
山
田
修
司
弁
護

士
が
登
壇
し
、
過
去
の
判
旨

判
例
を
基
に
Ｂ
Ｌ

（船
荷
証

券
）
に
お
け
る
荷
主
と
運
送

人
の
責
任
範
囲
、
新
た
な
事

故
判
例
な
ど
を
詳
細
に
解
説

し
た
。

山
口
弁
護
士
に
よ
る
と
、

国
際
海
上
物
品
運
送
法
で

は
、
海
上

で
発
生
し
た
地

震
、
津
波
、
噴
火
に
関
し
て

は
運
送
人
は
免
責
に
な
る
場

合
も
あ
る
。
Ｂ
Ｌ
約
款
で

は
、
運
送
人
が
避
け
ら
れ
な

い
原
因
ま
た
は
事
象
で
、
運

送
人
が
注
意
を
尽
く
し
た
と

し
て
も
回
避
で
き
な
い
結
果

は
免
責
と
規
定
。
台
風
２‐
号

に
よ
る
負
物
の
損
傷
に
は
同

規
定
が
適
用
さ
れ
る
が
、
ど

れ
だ
け
の
注
意
義
務
を
尽
く

し
た
か
が
適
用
の
ポ
イ
ン
ト

に
な
る
。
標
準
自
動
車
貨
物

運
送
約
款

の
免
責
規
定
で

は
、
台
風
２‐
号
の
被
害
は
免

責
に
な
る
可
能
性
が
高
い
と

い
う
。


